
 

稲毛区地域福祉計画推進協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、稲毛区地域福祉計画（以下「地域福祉計画」という。）を、地域

住民が、自主性と主体性を持ち積極的に実践するに当たり必要な環境づくりを推進す

るため設置する稲毛区地域福祉計画推進協議会(以下「推進協議会」という｡）に関し、

必要な事項を定める。 

（所掌事項） 

第２条 推進協議会は、地域福祉計画に関する情報の「プラットフォーム」として、情

報交換を通じて計画に基づく取組みの成果を共有しながら、課題やその解決策、また

今後の取組み方策について意見交換するほか、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）地域福祉計画に関する広報 

（２）地域福祉の活動団体間の情報交換及び連絡調整 

（３）地域福祉計画の取組状況の把握 

（４）行政機関や千葉市社会福祉協議会との連絡調整 

（５）地域福祉パイロット事業に係る申請内容について、千葉市社会福祉協議会長から

の求めに応じた参考意見の具申 

（組織） 

第３条 委員は、次の各号に掲げる者で構成する。 

（１）地域住民（ただし、第２号及び第３号に該当するものを除く。） 

（２）地域福祉活動者 

（３）社会福祉事業者 

（４）その他稲毛福祉事務所長が認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は

前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げない。 

（委員長及び副委員長） 

第５条  推進協議会に委員長及び副委員長を各１名置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、会務を総理し、これを代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 推進協議会は、委員長が招集し、議長となって議事を進める。 

２ 推進協議会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、意見又は説



 

明を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 推進協議会開催に係る庶務は、稲毛福祉事務所福祉サービス課で行う｡ 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は、稲毛

福祉事務所長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８年７月１日から施行する。 



地域福祉パイロット事業の概要 

 千葉市社会福祉協議会では、地域全体で助け合う力を高め、新しいコミュニテ
ィづくりを進めるため、社会福祉協議会地区部会を中心とした先進性、機能性の
ある地域福祉活動に補助を行います。 
 
★ パイロット事業とは？ 

 

 
★ 補助対象団体                            
  千葉市社会福祉協議会 地区部会 
 
★ 対象となる事業（以下の条件を満たすもの）              
○千葉市社会福祉協議会地区部会が中心となり、地域が連携して実施する先進
的・模範的な事業、または他団体が企画し、地区部会と協力して実施する事業
（注）申請と補助金の交付については地区部会となります。 
○その地区部会の範囲内では初めての事業（他の地区部会で既に実施している事
業であっても可） 
 （注）千葉市社会福祉協議会が実施する他の補助金交付事業の対象事業や、す
でに他の公的な補助金等の交付を受けているものは対象にはなりません。 
 
★ 対象となる経費                           
○会議費、印刷製本費、旅費交通費、通信費、消耗品費、会場使用料、コーディ
ネーターや講師に関わる謝金等 
 
★ 補助金額等                             
○一事業につき１０万円を限度額として、６０事業 
 
★ 補助金交付申請から決定まで                     
○補助金の交付を受けようとする地区部会は、千葉市社会福祉協議会会長に所定
の書式により申請します。 
○千葉市社会福祉協議会会長は、申請を受けた場合には、区地域福祉計画推進協
議会に参考意見を聴いて内容を審査し、補助金の交付を決定します。 
 
★ 問い合わせ 

 

社会福祉協議会各区事務所 
中央区事務所  ２２１－２１７７ 若葉区事務所 ２３３－８１８１ 
花見川区事務所 ２７５－６４３８ 緑区事務所  ２９２－８１８５ 
稲毛区事務所  ２８４－６１６０ 美浜区事務所 ２７８－３２５２ 

 パイロットとは“水先案内人”の意味で、地域が連携して先進的・模範的
事業を実施することにより、他の地域においても同様の事業が展開されるこ
とを目的としています。地域福祉計画を地域で新たな事業として取り組んで
もらう呼び水として、事業の立ち上げ経費を補助するものです。 
 



社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 

地域福祉パイロット事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、千葉市社会福祉協議会地区部会（以下「地区

部会」という。）が中心となり実施する事業における地域福祉パ

イロット事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、

必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の交付対象となる事業は、「花の都・ちば ささえあ

いプラン―地域福祉計画―」の区地域福祉計画に掲載されている

事業等、地域福祉の推進に資する先進的・模範的な事業であって、

地区部会が中心となって実施する事業とする。 

  ただし、千葉市社会福祉協議会の補助金若しくはその他公的な

助成金の交付を既に受けている事業（申請している場合も含む。）

又は補助金の交付申請前に既に取り組んでいる事業は除くものと

する。 

（補助金の額等） 

第３条 補助金の額は、１事業あたり１０万円を限度とする。 

（交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする地区部会長は、地域福祉パ

イロット事業補助金交付申請書（様式第１号）により、千葉市社会福

祉協議会会長（以下「会長」という。）に申請しなければならな

い。 

２ 補助金の交付申請の締切り期日は、別に定めるものとする。 

３ 申請できる事業数は、第１回目の申請については、１地区部会

につき１事業とする。ただし、第２回目以降の申請については、

１地区部会は複数事業を申請することができる。 

（決定） 

第５条 会長は、対象事業を決定するにあたっては、各区に設置す

る地域福祉計画推進協議会の意見を聴くものとする。 

２ 会長は、前条により申請を受理した場合は、地域福祉パイロッ

ト事業補助金交付審査委員会に諮り、その内容を審査した上、補

助金の交付の可否を決定し、地域福祉パイロット事業補助金交付

決定通知書（様式第２－１号）又は地域福祉パイロット事業非交付決定



通知書（様式第２－２号）により、その旨を速やかに地区部会長に通知

するものとする。 

（概算払） 

第６条 会長は、補助金の交付決定を受けた者が概算払により補助

金の交付を求めてきたときは、当該請求に基づき補助金の概算払

をすることができる。 

（実績報告） 

第７条 補助金の交付を受けた者は、地域福祉パイロット事業実績

報告書（様式第３号）により、会長に報告しなければならない。 

２ 会長は、前条の規定により概算払を行った場合は、前項の実績

報告の内容を審査した結果、適当と認めるときは、速やかに補助

金額を確定し、精算を行うものとする。 

３ 第 1 項の実績報告書の提出期限は、別に定めるものとする。 

（補則） 

第８条 この要綱の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 
 



社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 
地域福祉パイロット事業補助金交付実施要領  

 
 
（趣旨） 
第 1 条 この要領は、社会福祉法人千葉市社会福祉協議会地域福祉
パイロット事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）の実施
に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（補助対象経費） 
第２条  補助対象経費は、別表に定めるものとする。 
（申請の回数） 
第３条  要綱第４条第３項に定める２回目以降の申請について、申
請金額が予算残額を超えるおそれがある場合には、事業の効果及
び各区のバランス等を考慮し決定するものとする。 
 （申請書及び実績報告書の提出期限） 
第４条 申請書及び実績報告書の提出期限については、その都度、
文書にて通知するものとする。 
  附 則 
 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 
 
別表（第２条関係） 補助対象経費 

会議費 

印刷製本費 

旅費交通費 

通信費 

消耗品費 

会場使用料 

補助対象経費 

コーディネーターや講師に関わる

謝金等 
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